
日本農業労災学会
第４回農業労災ワークショップ

『農業者の労災保険の特別加入を進めるためには何が必要か
―特別加入制度の現状や課題を踏まえて―』 

芸能従事者の特別加入と
健康管理の取り組み

令和６年５⽉３１⽇
⼀般社団法⼈⽇本芸能従事者協会代表理事
全国芸能従事者労災保険センター理事⻑
⽂化庁⽂化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員
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労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等
をした場合、補償を受けられます。

・俳優（舞台俳優、映画及びテレビ等
映像メディア俳優、声優等）
・舞踊家（日本舞踊、ダンサー、バレ
リーナ等）

・音楽家（歌手、謡い手、演奏家、作詞
家、作曲家等）

・演芸家（落語家、漫才師、奇術師、
司会、DJ、大道芸人等）

・スタント 他

・監督（舞台演出監督、映像演出監督）
・撮影
・照明
・音響・効果、録音
・大道具製作（建設の事業を除く）
・美術装飾
・衣装

・メイク
・結髪
・スクリプター
・ラインプロデュース
・アシスタント、マネージメント

他

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の
給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が
支給されます。

令和３年４月１日から
労災保険に特別加入できるようになります

芸能従事者の皆さまへ

特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する
制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、
補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット

給付内容

対象

１.芸能実演家

２.芸能製作作業従事者

詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

都道府県労働局・労働基準監督署

具体的には以下の通りです。

1. 労災保険適用
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事業主数 家族従事者数

人 人 人

2,293 918

1,510 1,094

836 499

674 595

277 327

1 2

9 11

1 1

97 115

169 198

330,105 130,698

9 11

342 179

2,554 1,361

37 26

216,232 79,710

7,398 3,389 人

39,047 21,066

64,486 24,956

92,964 95,725

7,584 10,865

2,497 2,850

5,865 4,989

113 137

3,129 3,987

1,840 2,337

231 265

1,316 1,093

702 349

160 193

423 425

600 762

18,382 17,342

526 691

14,686 14,546

5,909 5,800

15,091 14,908

2,531 978

1,167 1,474

8,469 9,651

121 109 人

405 528

537 650

680 796

11,071 9,955

1,388 1,463

9,578 8,411

60 33

45 48

139 188

220,461 202,349

4,952 5,012 人

5,439 3,202

99,676 84,536

16,363 20,124

9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培

若しくは採取の事業その他の農業

9502 動物の飼育若しくは畜産の 2,777 3,336
事業又は養蚕の事業

1,700 1,247

751 764

86,167 82,940

9801 医薬品配置販売業 82 76

5,413 4,524

933 823

659,753 442,077

業 種

合 計

第 ２－２ 表 特殊適用状況 （業種別、事業及び作業の種類別中小事業主等特別加入状況）

（ 令和３年度末現在 ）

金融業、保険業又は不動産業

林業

漁業

鉱業

建設事業

製造業

運輸業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

船舶所有者の事業

その他の事業

港湾貨物取扱事業

港湾荷役業

清掃、火葬又はと畜の事業

ビルメンテナンス業

その他の各種事業

農業又は海面漁業以外の漁業

倉庫警備消毒等の事業

通信業、放送業、新聞業又は出版業

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

船舶製造又は修理業

貴金属製品装身具等製造業

コンクリート製造業

交通運輸事業

貨物取扱事業

金属精錬業

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業

めつき業

機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

ガラス又はセメント製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

計量器、光学機械、時計等製造業

その他の製造業

陶磁器製品製造業

洋食器刃物手工具等製造業

特定作業従事者

中小事業主等

一人親方等

合 計

合 計

海面漁業

定置網漁業又は海面魚類養殖業

金属・非金属鉱業又は石炭鉱業

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

原油又は天然ガス鉱業

採石業

その他の鉱業

水力発電施設、ずい道等新設事業

道路新設事業

舗装工事業

鉄道又は軌道新設事業

建築事業

機械装置の組立て又は据付けの事業

その他の建設事業

既設建築物設備工事業

食料品製造業

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

955

1,264

124

2,343

じ ん 肺 振動障害

987

1,502

2

2,491

計鉛

3,302

6,148

126

9,576

有機溶剤

1,308

3,334

－

4,642

52

48

－

100

7,540

2,928

10,508

1,214

72,620

7,539

81,373

アニメーション制作作業従事者 同条第７号

ITフリーランス 同条第８号

651,625

作 業 の 種 類

同条第７号 22 73

加入者数事業場数

計

40

仏壇・食器の加工の作業

特定農作業従事者

指定農業機械作業従事者

職場適応訓練従事者

事業主団体等委託訓練従事者

金属等の加工の作業

洋食器・刃物等の加工の作業

履物等の加工の作業

陶磁器製造の作業

動力機械による作業

383

40

109

26

船員法第１条に規定する船員

事 業 の 種 類

加入者数団 体 数

－ －

183 8,943

3,186 638,812

64 1,384

114 1,845

加入者数団 体 数

合 計

則第46条の17第1号

同条第２号

3,609

個人タクシー・個人貨物運送業者

建設業の一人親方

漁船による自営漁業者

林業の一人親方

医薬品の配置販売業者

再生資源取扱業者

創業支援等措置

労働組合等常勤役員

介護作業従事者及び家事支援従事者

103,801

7

－

43

3

189

1,212

6,729

142

24

28

－

31

－

225

60

2,161

5

4

1

30

2 77

1

12,271 14,938

農作業従事者

訓練従事者

家内労働者

Ａ 中小事業主等 Ｂ 一人親方等

Ｄ 海外派遣者

Ｅ 加入時健康診断実施状況

14 106

22 388

合 計

技術協力（ＪＩＣＡ等）

労働者

代表者等

同条同号ロ

Ｃ 特定作業従事者

同条第３号

同条第４号

同条第５号

同条第６号

柔道整復師 同条第８号 4 74

芸能関係作業従事者 同条第６号 8 564

同条第９号

則第46条の18第1号イ

同条同号ロ

同条第２号イ

64,493

29,304

158

同条第３号イ

同条同号ロ

同条同号ハ

同条同号ニ

同条同号ホ

同条同号ヘ

同条第４号

同条第５号

434

事業主数 家族従事者数

人 人 人

2,378 956

1,487 1,092

823 497

664 595

275 320

1 2

13 14

1 1

95 113

165 190

328,803 130,904

9 11

352 189

2,620 1,419

39 32

213,043 78,707

7,438 3,402

39,764 21,632

65,538 25,512 人

90,805 93,352

7,379 10,577

2,400 2,749

5,686 4,817

114 138

2,972 3,801

1,826 2,300

226 270

1,253 1,062

693 346

164 193

409 418

578 737

18,062 16,937

522 685

14,393 14,237

5,762 5,651

14,799 14,628

2,471 934

1,135 1,427

8,274 9,396

114 108

391 518

520 624 人

662 799

10,859 9,828

1,354 1,383

9,400 8,361

58 35

47 49

146 186

218,243 199,666

4,965 5,014

5,376 3,123

99,467 84,216 人

16,606 20,397

9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培

若しくは採取の事業その他の農業

9502 動物の飼育若しくは畜産の 2,783 3,384
事業又は養蚕の事業

1,721 1,253

724 736

84,037 80,471

9801 医薬品配置販売業 84 74

5,347 4,456

896 784

653,892 437,088

同条第８号 5 103

芸能関係作業従事者 同条第６号 13 719

同条第９号

則第46条の18第1号イ

同条同号ロ

同条第２号イ

62,607

28,694

152

あん摩はりきゅう師

歯科技工士

同条第１０号

同条第１１号

6 298

－ －

同条第３号イ

同条同号ロ

12,544 15,148

農作業従事者

訓練従事者

家内労働者

Ａ 中小事業主等 Ｂ 一人親方等

Ｄ 海外派遣者

Ｅ 加入時健康診断実施状況

12 102

22 331

合 計

技術協力（ＪＩＣＡ等）

労働者

代表者等

同条同号ロ

Ｃ 特定作業従事者

同条第３号

同条第４号

同条第５号

同条第６号

101,226

6

－

41

3

163

1,181

6,727

130

24

28

－

28

－

210

47

1,848

5

4

1

35

4 187

1

個人タクシー・個人貨物運送業者

建設業の一人親方

漁船による自営漁業者

林業の一人親方

医薬品の配置販売業者

再生資源取扱業者

創業支援等措置

労働組合等常勤役員

介護作業従事者及び家事支援従事者

船員法第１条に規定する船員

仏壇・食器の加工の作業

特定農作業従事者

指定農業機械作業従事者

職場適応訓練従事者

事業主団体等委託訓練従事者

金属等の加工の作業

洋食器・刃物等の加工の作業

履物等の加工の作業

陶磁器製造の作業

動力機械による作業

柔道整復師

同条同号ハ

同条同号ニ

同条同号ホ

同条同号ヘ

同条第４号

同条第５号

432

377

39

108

25

事 業 の 種 類

加入者数団 体 数

1 7

179 8,818

3,150 642,733

63 1,322

114 1,917

加入者数団 体 数

合 計

則第46条の17第1号

同条第２号

3,572 655,709

作 業 の 種 類

同条第７号 20 78

加入者数事業場数

計

25

7,687

2,842

10,554

1,472

72,496

7,314

81,282

アニメーション制作作業従事者 同条第７号

ITフリーランス 同条第８号

計鉛

3,407

5,482
128

9,017

有機溶剤

1,214

2,706
－

3,920

49

54
－

103

1,129

1,280
127

2,536

じ ん 肺 振動障害

1,015

1,442
1

2,458
特定作業従事者

中小事業主等

一人親方等

合 計

合 計

海面漁業

定置網漁業又は海面魚類養殖業

金属・非金属鉱業又は石炭鉱業

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

原油又は天然ガス鉱業

採石業

その他の鉱業

水力発電施設、ずい道等新設事業

道路新設事業

舗装工事業

鉄道又は軌道新設事業

建築事業

機械装置の組立て又は据付けの事業

その他の建設事業

既設建築物設備工事業

食料品製造業

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

ガラス又はセメント製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

計量器、光学機械、時計等製造業

その他の製造業

陶磁器製品製造業

洋食器刃物手工具等製造業

貴金属製品装身具等製造業

コンクリート製造業

交通運輸事業

貨物取扱事業

金属精錬業

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業

めつき業

機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

業 種

合 計

第 ２－２ 表 特殊適用状況 （業種別、事業及び作業の種類別中小事業主等特別加入状況）

（ 令和４年度末現在 ）

金融業、保険業又は不動産業

林業

漁業

鉱業

建設事業

製造業

運輸業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

船舶所有者の事業

その他の事業

港湾貨物取扱事業

港湾荷役業

清掃、火葬又はと畜の事業

ビルメンテナンス業

その他の各種事業

農業又は海面漁業以外の漁業

倉庫警備消毒等の事業

通信業、放送業、新聞業又は出版業

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

船舶製造又は修理業

事業主数 家族従事者数

人 人 人

2,378 956

1,487 1,092

823 497

664 595

275 320

1 2

13 14

1 1

95 113

165 190

328,803 130,904

9 11

352 189

2,620 1,419

39 32

213,043 78,707

7,438 3,402

39,764 21,632

65,538 25,512 人

90,805 93,352

7,379 10,577

2,400 2,749

5,686 4,817

114 138

2,972 3,801

1,826 2,300

226 270

1,253 1,062

693 346

164 193

409 418

578 737

18,062 16,937

522 685

14,393 14,237

5,762 5,651

14,799 14,628

2,471 934

1,135 1,427

8,274 9,396

114 108

391 518

520 624 人

662 799

10,859 9,828

1,354 1,383

9,400 8,361

58 35

47 49

146 186

218,243 199,666

4,965 5,014

5,376 3,123

99,467 84,216 人

16,606 20,397

9501 土地の耕作又は植物の栽植、栽培

若しくは採取の事業その他の農業

9502 動物の飼育若しくは畜産の 2,783 3,384
事業又は養蚕の事業

1,721 1,253

724 736

84,037 80,471

9801 医薬品配置販売業 84 74

5,347 4,456

896 784

653,892 437,088

同条第８号 5 103

芸能関係作業従事者 同条第６号 13 719

同条第９号

則第46条の18第1号イ

同条同号ロ

同条第２号イ

62,607

28,694

152

あん摩はりきゅう師

歯科技工士

同条第１０号

同条第１１号

6 298

－ －

同条第３号イ

同条同号ロ

12,544 15,148

農作業従事者

訓練従事者

家内労働者

Ａ 中小事業主等 Ｂ 一人親方等

Ｄ 海外派遣者

Ｅ 加入時健康診断実施状況

12 102

22 331

合 計

技術協力（ＪＩＣＡ等）

労働者

代表者等

同条同号ロ

Ｃ 特定作業従事者

同条第３号

同条第４号

同条第５号

同条第６号

101,226

6

－

41

3

163

1,181

6,727

130

24

28

－

28

－

210

47

1,848

5

4

1

35

4 187

1

個人タクシー・個人貨物運送業者

建設業の一人親方

漁船による自営漁業者

林業の一人親方

医薬品の配置販売業者

再生資源取扱業者

創業支援等措置

労働組合等常勤役員

介護作業従事者及び家事支援従事者

船員法第１条に規定する船員

仏壇・食器の加工の作業

特定農作業従事者

指定農業機械作業従事者

職場適応訓練従事者

事業主団体等委託訓練従事者

金属等の加工の作業

洋食器・刃物等の加工の作業

履物等の加工の作業

陶磁器製造の作業

動力機械による作業

柔道整復師

同条同号ハ

同条同号ニ

同条同号ホ

同条同号ヘ

同条第４号

同条第５号

432

377

39

108

25

事 業 の 種 類

加入者数団 体 数

1 7

179 8,818

3,150 642,733

63 1,322

114 1,917

加入者数団 体 数

合 計

則第46条の17第1号

同条第２号

3,572 655,709

作 業 の 種 類

同条第７号 20 78

加入者数事業場数

計

25

7,687

2,842

10,554

1,472

72,496

7,314

81,282

アニメーション制作作業従事者 同条第７号

ITフリーランス 同条第８号

計鉛

3,407

5,482
128

9,017

有機溶剤

1,214

2,706
－

3,920

49

54
－

103

1,129

1,280
127

2,536

じ ん 肺 振動障害

1,015

1,442
1

2,458
特定作業従事者

中小事業主等

一人親方等

合 計

合 計

海面漁業

定置網漁業又は海面魚類養殖業

金属・非金属鉱業又は石炭鉱業

石灰石鉱業又はドロマイト鉱業

原油又は天然ガス鉱業

採石業

その他の鉱業

水力発電施設、ずい道等新設事業

道路新設事業

舗装工事業

鉄道又は軌道新設事業

建築事業

機械装置の組立て又は据付けの事業

その他の建設事業

既設建築物設備工事業

食料品製造業

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

ガラス又はセメント製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

計量器、光学機械、時計等製造業

その他の製造業

陶磁器製品製造業

洋食器刃物手工具等製造業

貴金属製品装身具等製造業

コンクリート製造業

交通運輸事業

貨物取扱事業

金属精錬業

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業

めつき業

機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

業 種

合 計

第 ２－２ 表 特殊適用状況 （業種別、事業及び作業の種類別中小事業主等特別加入状況）

（ 令和４年度末現在 ）

金融業、保険業又は不動産業

林業

漁業

鉱業

建設事業

製造業

運輸業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

船舶所有者の事業

その他の事業

港湾貨物取扱事業

港湾荷役業

清掃、火葬又はと畜の事業

ビルメンテナンス業

その他の各種事業

農業又は海面漁業以外の漁業

倉庫警備消毒等の事業

通信業、放送業、新聞業又は出版業

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

船舶製造又は修理業

全国芸能従事者労災保険センターの加⼊者

令和３年度５６４⼈中４８０⼈ 令和４年度７１９⼈中６００⼈

撮影・録⾳・転載 禁⽌ ©megumi.morisaki 4
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Ȫ5ȫ͂͛͘ 
令和ː年度͉Ȃুުא৪Ȃٛ২֥͚ͬ܄ުਅのਖު৪及びমުાȂఱࣇのਹതުਅ等

の̜͌͂̾́るιΟͻͺުٮ（༶Ȇד௨۾ႲުȂ૧۾ႲުȂๅ۾ႲުȂ۾࣬ࢩႲު）

のਖު৪及びমުાȂ̯ ͣにਹതުਅ等にじたऔݪࡄのచય̱͂̀ࠝȆࠝ ෝਲম৪（

 たȃ࣐̽に̞̾̀ȂͺϋΉȜΠऔͬ（ز

ӱ  ުਅのਖު৪に̞̾̀Ȃ令和ˏ年度のऔ̱͂ڛȂˍۼ൚たͤの労働শۼが 71

শۼոષの৪の͉ࣣڬȂఘ͉́ 9/1ɓ̥ͣ 8/6ɓに̱ઁࡘたがȂުਅ༆͉́ȂȶȜΫ

Αު（ఈに႒̯̞ͦ̈́͜の）ȷが 8/1ɓ̥ͣ 9/5ɓȂȶءคުȂคުȷが 8/2ɓ̥ͣ

9/3ɓȂȶ֗ޗȂڠਠު׳ȷが 9/3ɓ̥ͣ :/3ɓȂȶૂ༭ުȷが 5/2ɓ̥ͣ 5/6ɓに

௩̱حたȃ͘たȂȶۯၑഎުਲম৪ȷが 22/2ɓ̥ͣ 23/6ɓȂȶเȆୄȆ༫等ਲ

ম৪ȷが 6/3ɓ̥ͣ 7/7ɓȂȶ์คਲম৪ȷが 9/8ɓ̥ͣ :/9ɓȂȶ༗֓࠲ၷȆٚࢌȜΫ

Αުਲম৪ȷが 3/5ɓ̥ͣ 3/:ɓに௩̱حたȃ૧߿υ;ͼσΑۜஅછに͢るࠐफڰ

൲の೩̥ٝͣئ໘ܖに̜るުਅ͞ਅȂশٸۼ労働のષܰࡠଷのഐဥに̷̽̀͢の̱ͩ

Ȃඅにಕণ̱̞̩̀ࢃに̞̾̀Ȃࣽحの௩ۼၑഎުਲম৪の労働শۯැ̯ͦる࠼が̵ܙ

ຈ要が̜るȃ 

労の̻̭̱ອ度͞ၑேのଗྨশ͂ۼषのଗྨশۼのᄘၗশۼに̱̀۾મळにଢ଼

̱た̭͂ͧȂ労働শۼがಿ̩̈́る͕̓ံಱにஜの労̻̭̳ͬອ度がఉ̩Ȃံಱにஜ

の労̻̭̳ͬອ度がఉ̞͕̠̓̾߹࢜Ȇະհͬခ̳る৪等のࣣڬがఉ̞߹࢜が͙ͣ

ͦȂ͘たȂ労働শۼがಿ̞͕̓ၑேのଗྨশ͂ۼषのଗྨশۼのᄘၗがఱ̧̩Ȃ̷のᄘ

ၗがఱ̧̞͕̠̓̾߹࢜Ȇະհͬခ̳る৪等のࣣڬがఉ̩Ȃ৽۷എࢨ͉ۜ೩̞߹࢜が͙

ͣͦたȃのͬࢫ࠲༗̳るために͉Ȃଗྨশږͬۼ༗̱Ȃ労ͬံに̻̭̯̞̈́

̭͂がਹ要̈́要ளの̢͌͂̾͂ͦͣࣉるȃ 

Ӳ ιΟͻͺުٮのਖު৪に̞̾̀Ȃ̱ ۼ൚たͤの労働শۼが 71 শۼոષの৪の͉ࣣڬȂ

ȶ༶Ȇד௨۾Ⴒުȷの 9/6ɓͬੰ̧Ȃުਅのਖު৪ఘ（8/6ɓ）ͤ͢೩̥̽たȃশۼ

דる͜ののȂȶ༶Ȇ̜́࢜߹労働が生じるၑဇ͉Ȃުਅのਖު৪ఘ͕͖͂൳အのٸ

௨۾Ⴒުȷ͉́ȶॽমのඅષȂਫ਼労働শ܄͜ٸۼめたಿশۼ労働̧̞࣐ͬ̈́́͂̈́ͩ

̞ॽমが̜るためȷ等Ȃȶๅ۾Ⴒުȷ͉́ȶުྩၾがఉ̞ためȷȂȶॽমの้۽のओが

ఱ̧̞ためȷȂȶৗのݥに̭̺ͩͤが̜るためȷ等Ȃȶ۾࣬ࢩႲުȷ͉́ȶݖࡺの

া̳るොܢがౣ̞ためȷȂȶ̥ͣݖࡺのະܰ௱̈́要བにచ؊̳るຈ要が̜るため（ထ̵ܢ

͆ॽအ་ࢵ等）ȷ等が̷̸ͦͦιΟͻͺުٮのఈのުਅ̥ͤࣞ̽͢たȃ༷֚́Ȃȶ૧۾

Ⴒުȷ͉́ȶުྩၾがఉ̞ためȷȂȶݖࡺのা̳るොܢがౣ̞ためȷȂȶ̥ͣݖࡺのະ

ܰ௱̈́要བにచ؊̳るຈ要が̜るため（ထ̵͆ܢॽအ་ࢵ等）ȷȂȶৗのݥに̭̺ͩ

ͤが̜るためȷ等Ȃȶๅ۾Ⴒުȷ͉́ȶ૽֥がະ௷̱̞̀るためȷ等が̷̸ͦͦιΟͻ

ͺުٮのఈのުਅͤ͢೩̥̽たȃ 

ࢫ࠲ܢ౯及びΑΠτΑΙͿΛ·の施状況͉ުਅのমުાఘ̩͉ࣣͤࣞ͢ڬȂ

ιϋΗσΰσΑະ̳֦ͬ͂ࡔるݝ৪がంह̱̞̈́মުાの͉ࣣڬުਅのমުાఘ

ͤ͢͞͞೩̥̽たȃ 

労の̻̭̱ອ度͉ުਅのਖު৪ఘ̞ͤࣞ͢͞͞߹࢜が̜る͜ののȂ৽۷എࢨ

͉ۜުਅのਖު৪ఘ̥ͤࣞ̽͢たȃ 

ΧρΑιϋΠ等の͉ࡑࠐȂȶΑΗζȜΧρΑιϋΠͬけたȷが੫͂͜ުਅのਖ

ު৪ఘ̞ࣣͤࣞͬ͢ڬা̱̞̀る͕̥Ȃ੫͉́ȶષং̥ͣȂఘഎࠢࢲȂୈ૰എࠢࢲ

等のΩχȜΧρΑιϋΠͬけたȷ及びȶΓ·ΏνͺσΧρΑιϋΠͬけたȷがުਅ
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 （Ȇະհの状況࢜߹̠̾）

ਅ༆に̠̾߹࢜Ȇະհ（˧˒）͙ͬる͂Ȃȶ̠̾ພȆະհવٺの̞݃ȷが̜る৪及びȶਹ

度の̠̾ພȆະհવٺの̞݃ȷが̜る৪̵ࣣͬͩたࣣڬが̞ࣞの͉ȂȶȆΑΗϋΠζϋȷ

の 46/6ɓȂষ̞́ȶزȷの 46/1ɓ̜́̽たȃ༷֚Ȃȶ̠̾߹࢜Ȇະհ̱̈́ȷの৪のࣣڬ

が̞ࣞの͉Ȃȶഥൡࠝෝȷの 73/1ɓȂষ̞́ȶȆͺ;ϋȜȷの 68/2ɓ̜́̽たȪల

4.3.4.22 ȫȃ

ల4.3.4.22 ਅ༆̠̾߹࢜ȆະհȪࠝȆࠝෝਲম৪Ȫزȫऔȫ 

（資料出所）労働৸ୋ生総়ଢ଼所ভ労働ୋ生ଢ଼ॢঝشউ「ഥਮڰ年২ૌ労ଈಉにঢ়घる実ଙཔのための労働؞ভએ調査
ଢ଼」をもとに作成 

（注）１．ரはള数௦ऋँるため、భस人数दँる。 
は、৪বのڲۀ．２ Kesslerらにेढて、अつ୰ਂ؞૩ऩनのಖઋႈ೩を५ॡজشॽথॢघるऒとを৯として৫औो、

ಹકড়をৌとした調査दੱ৶५ॺঞ५をஅि୦らかのಖઋऩਖのங২をघఏとしてઁऎਹ用औोている。
「たいてい」、（２点）「とऌनऌ」、（１点）「しटऐ」、（点ڬ）つのସਖについて５మ（「ऽढたऎऩい」ڲ
（３点）、「いつも」（ڰ点））द点数৲し、়計点数ऋৈいऺन、ಖઋऩਖऋेॉい૭ચਙऋँるとऔोている。 

（৽۷എࢨۜの状況） 

ਅ༆に৽۷എࢨ͙ۜͬる͂Ȃȶࢨۜ˔ȷոષの͉ࣣڬȂȶزਅఘȷが 59/8ɓȂ

ȶȆΑΗϋΠζϋȷが 51/8ɓȂȶȆͅ ;ϋȜȷが 71/1ɓȂȶഥൡࠝෝȷが 61/2ɓȂ

ȶڢإȆໍိȆࠝȷが 68/5ɓȂȶزȷが 54/4ɓȂȶຊȆ·ςͼΗȜȷが 47/5ɓ

̜́̽たȪల 4.3.4.23 ȫȃ 

ల4.3.4.23 ਅ༆৽۷എࢨۜȪࠝȆࠝෝਲম৪Ȫزȫऔȫ 

（資料出所）労働৸ୋ生総়ଢ଼所ভ労働ୋ生ଢ଼ॢঝشউ「ഥਮڰ年২ૌ労ଈಉにঢ়घる実ଙཔのための労働؞ভએ調査
ଢ଼」をもとに作成 

（注）１．ரはള数௦ऋँるため、భस人数दँる。 
２．௴ౘૣは、内దਿ「বড়生ણ৭২調査」दも用いらोるఏद、「とてもਂౘच」ع「とてもౘच」の 10మ௬

द、ेॉৈい੭点ऋ、௴ౘૣ২ऋৈいऒとをघ。 
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Ȫ5ȫ͂͛͘ 
令和ː年度͉Ȃুުא৪Ȃٛ২֥͚ͬ܄ުਅのਖު৪及びমުાȂఱࣇのਹതުਅ等

の̜͌͂̾́るιΟͻͺުٮ（༶Ȇד௨۾ႲުȂ૧۾ႲުȂๅ۾ႲުȂ۾࣬ࢩႲު）

のਖު৪及びমުાȂ̯ ͣにਹതުਅ等にじたऔݪࡄのచય̱͂̀ࠝȆࠝ ෝਲম৪（

 たȃ࣐̽に̞̾̀ȂͺϋΉȜΠऔͬ（ز

ӱ  ުਅのਖު৪に̞̾̀Ȃ令和ˏ年度のऔ̱͂ڛȂˍۼ൚たͤの労働শۼが 71

শۼոષの৪の͉ࣣڬȂఘ͉́ 9/1ɓ̥ͣ 8/6ɓに̱ઁࡘたがȂުਅ༆͉́ȂȶȜΫ

Αު（ఈに႒̯̞ͦ̈́͜の）ȷが 8/1ɓ̥ͣ 9/5ɓȂȶءคުȂคުȷが 8/2ɓ̥ͣ

9/3ɓȂȶ֗ޗȂڠਠު׳ȷが 9/3ɓ̥ͣ :/3ɓȂȶૂ༭ުȷが 5/2ɓ̥ͣ 5/6ɓに

௩̱حたȃ͘たȂȶۯၑഎުਲম৪ȷが 22/2ɓ̥ͣ 23/6ɓȂȶเȆୄȆ༫等ਲ

ম৪ȷが 6/3ɓ̥ͣ 7/7ɓȂȶ์คਲম৪ȷが 9/8ɓ̥ͣ :/9ɓȂȶ༗֓࠲ၷȆٚࢌȜΫ

Αުਲম৪ȷが 3/5ɓ̥ͣ 3/:ɓに௩̱حたȃ૧߿υ;ͼσΑۜஅછに͢るࠐफڰ

൲の೩̥ٝͣئ໘ܖに̜るުਅ͞ਅȂশٸۼ労働のષܰࡠଷのഐဥに̷̽̀͢の̱ͩ

Ȃඅにಕণ̱̞̩̀ࢃに̞̾̀Ȃࣽحの௩ۼၑഎުਲম৪の労働শۯැ̯ͦる࠼が̵ܙ

ຈ要が̜るȃ 

労の̻̭̱ອ度͞ၑேのଗྨশ͂ۼषのଗྨশۼのᄘၗশۼに̱̀۾મळにଢ଼

̱た̭͂ͧȂ労働শۼがಿ̩̈́る͕̓ံಱにஜの労̻̭̳ͬອ度がఉ̩Ȃံಱにஜ

の労̻̭̳ͬອ度がఉ̞͕̠̓̾߹࢜Ȇະհͬခ̳る৪等のࣣڬがఉ̞߹࢜が͙ͣ

ͦȂ͘たȂ労働শۼがಿ̞͕̓ၑேのଗྨশ͂ۼषのଗྨশۼのᄘၗがఱ̧̩Ȃ̷のᄘ

ၗがఱ̧̞͕̠̓̾߹࢜Ȇະհͬခ̳る৪等のࣣڬがఉ̩Ȃ৽۷എࢨ͉ۜ೩̞߹࢜が͙

ͣͦたȃのͬࢫ࠲༗̳るために͉Ȃଗྨশږͬۼ༗̱Ȃ労ͬံに̻̭̯̞̈́

̭͂がਹ要̈́要ளの̢͌͂̾͂ͦͣࣉるȃ 

Ӳ ιΟͻͺުٮのਖު৪に̞̾̀Ȃ̱ ۼ൚たͤの労働শۼが 71 শۼոષの৪の͉ࣣڬȂ

ȶ༶Ȇד௨۾Ⴒުȷの 9/6ɓͬੰ̧Ȃުਅのਖު৪ఘ（8/6ɓ）ͤ͢೩̥̽たȃশۼ

דる͜ののȂȶ༶Ȇ̜́࢜߹労働が生じるၑဇ͉Ȃުਅのਖު৪ఘ͕͖͂൳အのٸ

௨۾Ⴒުȷ͉́ȶॽমのඅષȂਫ਼労働শ܄͜ٸۼめたಿশۼ労働̧̞࣐ͬ̈́́͂̈́ͩ

̞ॽমが̜るためȷ等Ȃȶๅ۾Ⴒުȷ͉́ȶުྩၾがఉ̞ためȷȂȶॽমの้۽のओが

ఱ̧̞ためȷȂȶৗのݥに̭̺ͩͤが̜るためȷ等Ȃȶ۾࣬ࢩႲުȷ͉́ȶݖࡺの

া̳るොܢがౣ̞ためȷȂȶ̥ͣݖࡺのະܰ௱̈́要བにచ؊̳るຈ要が̜るため（ထ̵ܢ

͆ॽအ་ࢵ等）ȷ等が̷̸ͦͦιΟͻͺުٮのఈのުਅ̥ͤࣞ̽͢たȃ༷֚́Ȃȶ૧۾

Ⴒުȷ͉́ȶުྩၾがఉ̞ためȷȂȶݖࡺのা̳るොܢがౣ̞ためȷȂȶ̥ͣݖࡺのະ

ܰ௱̈́要བにచ؊̳るຈ要が̜るため（ထ̵͆ܢॽအ་ࢵ等）ȷȂȶৗのݥに̭̺ͩ

ͤが̜るためȷ等Ȃȶๅ۾Ⴒުȷ͉́ȶ૽֥がະ௷̱̞̀るためȷ等が̷̸ͦͦιΟͻ

ͺުٮのఈのުਅͤ͢೩̥̽たȃ 

ࢫ࠲ܢ౯及びΑΠτΑΙͿΛ·の施状況͉ުਅのমުાఘ̩͉ࣣͤࣞ͢ڬȂ

ιϋΗσΰσΑະ̳֦ͬ͂ࡔるݝ৪がంह̱̞̈́মުાの͉ࣣڬުਅのমުાఘ

ͤ͢͞͞೩̥̽たȃ 

労の̻̭̱ອ度͉ުਅのਖު৪ఘ̞ͤࣞ͢͞͞߹࢜が̜る͜ののȂ৽۷എࢨ

͉ۜުਅのਖު৪ఘ̥ͤࣞ̽͢たȃ 

ΧρΑιϋΠ等の͉ࡑࠐȂȶΑΗζȜΧρΑιϋΠͬけたȷが੫͂͜ުਅのਖ

ު৪ఘ̞ࣣͤࣞͬ͢ڬা̱̞̀る͕̥Ȃ੫͉́ȶષং̥ͣȂఘഎࠢࢲȂୈ૰എࠢࢲ

等のΩχȜΧρΑιϋΠͬけたȷ及びȶΓ·ΏνͺσΧρΑιϋΠͬけたȷがުਅ
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 （Ȇະհの状況࢜߹̠̾）

ਅ༆に̠̾߹࢜Ȇະհ（˧˒）͙ͬる͂Ȃȶ̠̾ພȆະհવٺの̞݃ȷが̜る৪及びȶਹ

度の̠̾ພȆະհવٺの̞݃ȷが̜る৪̵ࣣͬͩたࣣڬが̞ࣞの͉ȂȶȆΑΗϋΠζϋȷ

の 46/6ɓȂষ̞́ȶزȷの 46/1ɓ̜́̽たȃ༷֚Ȃȶ̠̾߹࢜Ȇະհ̱̈́ȷの৪のࣣڬ

が̞ࣞの͉Ȃȶഥൡࠝෝȷの 73/1ɓȂষ̞́ȶȆͺ;ϋȜȷの 68/2ɓ̜́̽たȪల

4.3.4.22 ȫȃ

ల4.3.4.22 ਅ༆̠̾߹࢜ȆະհȪࠝȆࠝෝਲম৪Ȫزȫऔȫ 

（資料出所）労働৸ୋ生総়ଢ଼所ভ労働ୋ生ଢ଼ॢঝشউ「ഥਮڰ年২ૌ労ଈಉにঢ়घる実ଙཔのための労働؞ভએ調査
ଢ଼」をもとに作成 

（注）１．ரはള数௦ऋँるため、భस人数दँる。 
は、৪বのڲۀ．２ Kesslerらにेढて、अつ୰ਂ؞૩ऩनのಖઋႈ೩を५ॡজشॽথॢघるऒとを৯として৫औो、

ಹકড়をৌとした調査दੱ৶५ॺঞ५をஅि୦らかのಖઋऩਖのங২をघఏとしてઁऎਹ用औोている。
「たいてい」、（２点）「とऌनऌ」、（１点）「しटऐ」、（点ڬ）つのସਖについて５మ（「ऽढたऎऩい」ڲ
（３点）、「いつも」（ڰ点））द点数৲し、়計点数ऋৈいऺन、ಖઋऩਖऋेॉい૭ચਙऋँるとऔोている。 

（৽۷എࢨۜの状況） 

ਅ༆に৽۷എࢨ͙ۜͬる͂Ȃȶࢨۜ˔ȷոષの͉ࣣڬȂȶزਅఘȷが 59/8ɓȂ

ȶȆΑΗϋΠζϋȷが 51/8ɓȂȶȆͅ ;ϋȜȷが 71/1ɓȂȶഥൡࠝෝȷが 61/2ɓȂ

ȶڢإȆໍိȆࠝȷが 68/5ɓȂȶزȷが 54/4ɓȂȶຊȆ·ςͼΗȜȷが 47/5ɓ

̜́̽たȪల 4.3.4.23 ȫȃ 

ల4.3.4.23 ਅ༆৽۷എࢨۜȪࠝȆࠝෝਲম৪Ȫزȫऔȫ 

（資料出所）労働৸ୋ生総়ଢ଼所ভ労働ୋ生ଢ଼ॢঝشউ「ഥਮڰ年২ૌ労ଈಉにঢ়घる実ଙཔのための労働؞ভએ調査
ଢ଼」をもとに作成 

（注）１．ரはള数௦ऋँるため、భस人数दँる。 
２．௴ౘૣは、内దਿ「বড়生ણ৭২調査」दも用いらोるఏद、「とてもਂౘच」ع「とてもౘच」の 10మ௬

द、ेॉৈい੭点ऋ、௴ౘૣ২ऋৈいऒとをघ。 
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2023/11/15 5:00 (2023/11/15 20:00更新) 日本経済新聞　電子版
宝塚｢清く正しく美しく｣どこに　報告書、専門家の見方は

宝塚歌劇団員の女性（25）が死亡した問題を受け、外部弁護士による調査結果が14日、
公表された。華やかな舞台でファンに夢を与え続けてきたタカラジェンヌの命が失われた
背景は何か。芸能分野や労務問題に詳しい専門家にそれぞれの見方を聞いた。

「清く正しく美しく」どこに？

宝塚歌劇団は、花・月・雪・星・宙の5組
と、各組の公演を補佐するベテランが所属

記事利用について

宝塚歌劇団の俳優の女性が急死した問題で記者会見し、遺族に謝罪する木場健之理事長（14日、兵庫県宝塚市）=共同
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まで本公演のスケジュールが詰まっている。

だが森崎さんは「今回の問題は、休演してでも時間をかけてじっくり調査・検討すべき事
案。問題点を洗い出し、職分や責任の所在を明確にした組織づくりに取り組むべき時だ」
と強調。「舞台に立つ人が気持ちよく働いていると伝わってこなければ、観客の心はいず
れ離れる」と警鐘を鳴らす。

看過された過重労働、曖昧な契約関係通用せず

14日の記者会見では、女性の活動時間を「労働時間」とした場合、1カ月に118時間以上
の時間外労働があったことが明らかになった。調査報告書は長時間労働により「精神障害
を引き起こして不思議でない程度の心理的負荷があった可能性」を指摘した。

歌劇団では入団6年目以降の俳優と業務委託契約を結ぶことになっている。入団7年目の女
性は劇団側と雇用関係の無い「個人事業主」という立場。だが契約書では劇団の定めた稽
古への参加などが求められ、承諾を得ずに外部で演技をすることなどが禁じられていた。

記者会見を終え、頭を下げる宝塚歌劇団の木場健之理事長（左から2人目）ら（14日、兵庫県宝塚市）=共同
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豊富な上級生が他組に比べて手薄だったこともマイナスに働いたとみられる。

薮下氏は「本来は指導役を務めるべき上級生の数が足りておらず、（入団7年目の中堅だっ
た女性に）負担が集中したのではないか」とみている。

まん延する「やりがい搾取」

演劇界を巡ってはハラスメントがまん延しているとの指摘も少なくない。14日に宝塚歌劇
団が公表した外部弁護士らによる調査報告書は、女性に対するいじめやハラスメントは
「確認できなかった」とし、遺族側の主張との違いが浮き彫りになった。

日本芸能従事者協会（東京・港）が2022年夏に実施したアンケートによると、俳優やス
タッフなど、文化芸術に関わる働き手のうち93%がパワハラを受けたり見聞きしたりした
ことがあると回答。暴言や侮辱などの精神的な攻撃を受けた人や見聞きした人も83%にの
ぼった。

同協会の森崎めぐみ代表理事は「劇団俳優らは憧れて入門した世界だから、芸のためだか
ら、と自分に言い聞かせて過重労働に耐えてしまいがち。ハラスメント被害に遭っても閉
鎖的な世界で相談しづらい環境下に置かれているケースが多い」と話す。

宝塚歌劇団は来年、創立110周年を迎える。様々な周年事業が企画されており、来年8月
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背景は何か。芸能分野や労務問題に詳しい専門家にそれぞれの見方を聞いた。

「清く正しく美しく」どこに？

宝塚歌劇団は、花・月・雪・星・宙の5組
と、各組の公演を補佐するベテランが所属

記事利用について

宝塚歌劇団の俳優の女性が急死した問題で記者会見し、遺族に謝罪する木場健之理事長（14日、兵庫県宝塚市）=共同



出典：いのち⽀える⾃殺対策推進センター 「第１回 ⾃殺報道のあり⽅を考える勉強会〜報道の⾃由と⾃殺リスクの狭間で〜」実施レポート
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個⼈事業者等の⽅向け（暫定版） 
 

 
資料 職業性ストレス簡易調査票  

 

 

①職業性ストレス簡易調査票（57 項目） 
 

Ａ．あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 
 
                                  そ そま ちや ち 
     う うあ がや  が 
                             だ だ う う 

1. 非常にたくさんの仕事をしなければならない ------------------- １    ２    ３    ４ 

2. 時間内に仕事が処理しきれない ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

3. 一生懸命働かなければならない ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

4. かなり注意を集中する必要がある ----------------------------- １    ２    ３    ４ 

5. 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ ------------------- １    ２    ３    ４ 

6. 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない ----- １    ２    ３    ４ 

 

7. からだを大変よく使う仕事だ --------------------------------- １    ２    ３    ４ 

8. 自分のペースで仕事ができる --------------------------------- １    ２    ３    ４ 

9. 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる --------------- １    ２    ３    ４ 

10. 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる ------------------- １    ２    ３    ４ 

 

 

 

11. 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない ------------------- １    ２    ３    ４ 

12. 私の部署内で意見のくい違いがある --------------------------- １    ２    ３    ４ 

 

 

 

13. 私の部署と他の部署とはうまが合わない ----------------------- １    ２    ３    ４ 

 

 

 

14. 私の職場の雰囲気は友好的である ----------------------------- １    ２    ３    ４ 

15. 私の職場の作業環境（騒音、照明、温度、換気など）はよくない １    ２    ３    ４ 

 

16. 仕事の内容は自分にあっている ------------------------------- １    ２    ３    ４ 

17. 働きがいのある仕事だ --------------------------------------- １    ２    ３    ４ 

  

「時間内」を「納期・⼯期・期⽇等（それまでに発⽣する各種業務の締切含む）」に置き
換えてご回答ください。 

 

「私の職場」を「私の仕事の関係者間」に置き換えてご回答ください。 

「職場の仕事の⽅針」を「仕事の発注者・仲介業者の意向」に置き換えてご回答くださ
い。 

「私の部署内」を「仕事の発注者・仲介業者・付き合いのある同業者等との間」に置き
換えてご回答ください。 

「私の部署と他の部署」を「⾃分が受注する仕事について、仕事の発注者・仲介業者・
付き合いのある同業者等と、他の関係者」に置き換えてご回答ください。 

「職場の作業環境」を「仕事の作業環境」に置き換えてご回答ください。 

「勤務時間」を「業務時間」に置き換えてご回答ください。 

芸能従事者も使える 
 

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト（2023 年改正版） 

 

 

記入者               実施日     年   月   日 

このチェックリストは、労働者の疲労蓄積を、自覚症状と勤務の状況から判定するものです。 

 
１． 最近 1 か月間の自覚症状  

各質問に対し、最も当てはまる項目の□にüを付けてください。 

1. イライラする 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

2. 不安だ 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

3. 落ち着かない 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

4. ゆううつだ 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

5. よく眠れない 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

6．体の調子が悪い 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

7. 物事に集中できない 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

8. することに間違いが多い 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

9. 仕事中、強い眠気に襲われる 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

10. やる気が出ない 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

11. へとへとだ（運動後を除く）★１ 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

12. 朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じ

る 

□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

13. 以前とくらべて、疲れやすい 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

14.食欲がないと感じる 
□ ほとんどない

（０） 

□ 時々ある

（１） 
□ よくある（３） 

★１:へとへと：非常に疲れて体に力がなくなったさま 

 

＜自覚症状の評価＞ 各々の答えの（ ）内の数字を全て加算してください。   合計     点 

Ⅰ： ０－２点 Ⅱ： ３－７点    Ⅲ： ８―１４点  Ⅳ： １５点以上   

芸能従事者も使える 
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一般社団法人 日本芸能従事者協会 

 
1 

芸能従事者の健康管理に関するガイドライン 

1 趣 旨 ・ 適 用  

2 個人事業者等の健康管理の基本的な考え方と各主体の取組  

3 個人事業者等が自身で実施する事項  

(1)健康管理に関する意識の向上 

(2)危険有害業務による健康障害リスクの理解 

(3)定期的な健康診断の受診による健康管理 

(4)長時間の就業による健康障害の防止 

(5)メンタルヘルス不調の予防 

(6)腰痛の防止  

(7)情報機器作業における労働衛生管理 

(8)適切な作業環境の確保 

(9)注文者等が実施する健康障害防止措置への協力 

4 注文者等が実施する事項  

(1)長時間の就業による健康障害の防止 

(2)メンタルヘルス不調の予防 

(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等 

(4)健康診断の受診に要する費用の配慮  

(5)作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保 

5 個人事業者等や注文者等の団体等に期待される取組 
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芸能従事者の健康管理に関するガイドライン 

1 趣 旨 ・ 適 用  

2 個人事業者等の健康管理の基本的な考え方と各主体の取組  

3 個人事業者等が自身で実施する事項  

(1)健康管理に関する意識の向上 

(2)危険有害業務による健康障害リスクの理解 

(3)定期的な健康診断の受診による健康管理 

(4)長時間の就業による健康障害の防止 

(5)メンタルヘルス不調の予防 

(6)腰痛の防止  

(7)情報機器作業における労働衛生管理 

(8)適切な作業環境の確保 

(9)注文者等が実施する健康障害防止措置への協力 

4 注文者等が実施する事項  

(1)長時間の就業による健康障害の防止 

(2)メンタルヘルス不調の予防 

(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等 

(4)健康診断の受診に要する費用の配慮  

(5)作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保 

5 個人事業者等や注文者等の団体等に期待される取組 

 

https://artsworkers.jp/wp-content/uploads/2024/03/health_guideline.pdf
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Arts Workers Japan
⼀般社団法⼈⽇本芸能従事者協会
o

芸術・芸能の仕事に従事するすべての⽅と、⽇本の⽂化の発展をともに考え、
実現していくための協会です。
k

代表理事 森崎鲆鱕鲄
設⽴⽇ 令和３年９⽉１６⽇
URL： https://artsworkers.jp

東京労働局承認
全国芸能従事者労災保険鲳鳫鲷鱅
鱇鲎鲋鲐業種鱳芸能従事者鱳鱤鲆鱳、政府労災鱳加⼊窓⼝鱬鱞。
全国鱳加⼊者鱳⽅々鱭鱭鲇鱰、安全対策鲗鱜鱫鱉鲃鱞。
鱉p

理事⻑ 森崎鲆鱕鲄
設⽴⽇ 令和３年４⽉１⽇
URL： https://geinourousai.org
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